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【部門区分】第７部門第３区分
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【年通号数】公開・登録公報2007-048
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【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｑ   7/38     (2006.01)
   Ｈ０４Ｌ  12/56     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｈ０４Ｌ  12/56    　　　Ｂ
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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月30日(2008.4.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ノードＢと通信する無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）における拡張アップリンクの媒体
アクセス制御エンティティ（ＭＡＣ－ｅ）であって、
　拡張された専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）を介してデータを伝送するためにレート要求を
ノードＢに送信し、前記レート要求に応答して前記ノードＢから受信されたレート付与を
処理するように構成されたレート要求／割り当てエンティティと、
　伝送されるデータのプライオリティに従って、データの割り当てとハイブリッド自動再
送要求（Ｈ－ＡＲＱ）処理を管理するように構成された優先処理エンティティと、
　前記データのトランスポートフォーマットコンビネーション（ＴＦＣ）を選択するよう
に構成されたトランスポートフォーマットコンビネーション（ＴＦＣ）選択エンティティ
と、
　前記ノードＢからの伝送フィードバックに従って、前記データを再伝送するように構成
されたＨ－ＡＲＱエンティティと
　を備えたことを特徴とする拡張アップリンクの媒体アクセス制御エンティティ（ＭＡＣ
－ｅ）。
【請求項２】
　前記レート要求／割り当てエンティティは、各データのトラフィック量インジケータ、
要求されるデータ転送速度、ＴＦＣインデックス、およびトラフィック量測定値量の１つ
を送信するようにさらに構成されることを特徴とする請求項１に記載のＭＡＣ－ｅ。
【請求項３】
　前記レート要求／割り当てエンティティは、物理レイヤ信号を介して前記レート要求を
伝送するように構成されることを特徴とする請求項１に記載のＭＡＣ－ｅ。
【請求項４】
　前記レート要求／割り当てエンティティは、ＭＡＣレイヤ信号を介して伝送するように
構成されることを特徴とする請求項１に記載のＭＡＣ－ｅ。
【請求項５】
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　前記レート要求／割り当てエンティティは、無線リンク制御（ＲＬＣ）のデータのトラ
フィック量を考慮することによって前記レート要求を決定するように構成されることを特
徴とする請求項１に記載のＭＡＣ－ｅ。
【請求項６】
　前記レート要求／割り当てエンティティは、前記Ｈ－ＡＲＱ処理において再伝送待ちデ
ータをさらに考慮することによって前記レート要求を決定するように構成されることを特
徴とする請求項５に記載のＭＡＣ－ｅ。
【請求項７】
　前記レート付与は、Ｅ－ＤＣＨトランスポートフォーマットコンビネーションセット（
ＴＦＣＳ）のサブセットおよびＥ－ＤＣＨ伝送の開始時間の少なくとも１つを含むことを
特徴とする請求項１に記載のＭＡＣ－ｅ。
【請求項８】
　前記レート付与は、前記Ｅ－ＤＣＨ伝送の継続時間をさらに含むことを特徴とする請求
項７に記載のＭＡＣ－ｅ。
【請求項９】
　前記トランスポートフォーマットコンビネーション（ＴＦＣ）選択エンティティは、前
記レート付与によって許可された、最大の許可された伝送電力および対応するトランスポ
ートフォーマットコンビネーションセット（ＴＦＣＳ）のサブセットの少なくとも１つに
従って前記ＴＦＣを選択するように構成されることを特徴とする請求項１に記載のＭＡＣ
－ｅ。
【請求項１０】
　前記優先処理エンティティは、前記レート要求／割り当てエンティティからの通知を受
信した後にデータフローの割り当てを開始するように構成されることを特徴とする請求項
１に記載のＭＡＣ－ｅ。
【請求項１１】
　より低いプライオリティのデータの再伝送は、より高いプライオリティのデータの新し
い伝送に阻止されることが可能であることにより、より高いプライオリティのデータの新
しい伝送は、より低いプライオリティのデータの再伝送の代わりにいつでも開始されるこ
とが可能なことを特徴とする請求項１に記載のＭＡＣ－ｅ。
【請求項１２】
　首尾よく運ばれない前記データの再伝送は、さらなるレート要求なく自律的に開始され
ることを特徴とする請求項１に記載のＭＡＣ－ｅ。
【請求項１３】
　首尾よく運ばれない前記データの再伝送は、自律的に再伝送されないことにより、別の
レート要求が前記データの再伝送のために伝送されることを特徴とする請求項１に記載の
ＭＡＣ－ｅ。
【請求項１４】
　前記レート要求／割り当てエンティティは、バッファ占有および利用可能な伝送電力情
報の少なくとも１つに関する情報をノードＢに送信することを特徴とする請求項１に記載
のＭＡＣ－ｅ。
【請求項１５】
　前記Ｈ－ＡＲＱエンティティは、同時に起こるＨ－ＡＲＱを実装するように構成される
ことにより、フィードバック伝送および再伝送が同時に起こることができることを特徴と
する請求項１に記載のＭＡＣ－ｅ。
【請求項１６】
　前記レート付与は、絶対付与であり、前記無線送受信ユニットが使用可能なＵＬリソー
スの最大量の絶対的な限界を提供することを特徴とする請求項１に記載のＭＡＣ－ｅ。
【請求項１７】
　前記レート付与は、相対付与であり、以前に使用された値と比べてリソースの限界を増
大させ、または減少させることを特徴とする請求項１に記載のＭＡＣ－ｅ。
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【請求項１８】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）と通信するノードＢにおける拡張アップリンクの媒体
アクセス制御エンティティ（ＭＡＣ－ｅ）であって、
　セルのＷＴＲＵ間の拡張された専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）リソースおよびＷＴＲＵの
ハイブリッド自動再送要求（Ｈ－ＡＲＱ）エンティティを管理するように構成され、ＷＴ
ＲＵからレート要求を受信するように構成され、前記レート要求に応答してレート付与を
ＷＴＲＵに送信するように構成されるスケジューラと、
　ＭＡＣ－ｅプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を逆多重化するように構成されるデマ
ルチプレクサと、
　前記ＷＴＲＵからのＥ－ＤＣＨ伝送に応答して伝送フィードバックを生成し、送信する
Ｈ－ＡＲＱ処理と
　を備えたことを特徴とするＭＡＣ－ｅ。
【請求項１９】
　前記デマルチプレクサは、専用チャネルの媒体アクセス制御（ＭＡＣ－ｄ）のＰＤＵの
並べ換えをもたらすことを特徴とする請求項１８に記載のＭＡＣ－ｅ。
【請求項２０】
　前記デマルチプレクサは、無線リンク制御（ＲＬＣ）のＰＤＵの並べ換えをもたらすこ
とを特徴とする請求項１８に記載のＭＡＣ－ｅ。
【請求項２１】
　前記スケジューラは、優先処理を含まないことを特徴とする請求項１８に記載のＭＡＣ
－ｅ。
【請求項２２】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）と通信するノードＢにおける拡張アップリンクの媒体
アクセス制御エンティティ（ＭＡＣ－ｅ）であって、
　ＷＴＲＵからのレート要求を受信するように構成され、セルのＷＴＲＵ間の拡張された
専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）リソースを管理するスケジューラによって生成されるレート
付与を送信するように構成される制御装置と、
　ＭＡＣ－ｅプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を逆多重化するように構成されるデマ
ルチプレクサと、
　前記ＷＴＲＵからのＥ－ＤＣＨ伝送に応答して伝送フィードバックを生成し、送信する
ように構成されるＨ－ＡＲＱ処理と
　を備えたことを特徴とする拡張アップリンクの媒体アクセス制御エンティティ（ＭＡＣ
－ｅ）。
【請求項２３】
　無線ネットワーク制御装置における拡張アップリンクの媒体アクセス制御エンティティ
（ＭＡＣ－ｅ）であって、
　プロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を受信する手段であって、各ＰＤＵが伝送シーケ
ンス番号（ＴＳＮ）を有する手段と、
　前記ＰＤＵのＴＳＮにしたがって前記ＰＤＵを並べ替えるように構成される並べ替えエ
ンティティと
　を備えたことを特徴とする拡張アップリンクの媒体アクセス制御エンティティ（ＭＡＣ
－ｅ）。
【請求項２４】
　異なるプライオリティクラスでＰＤＵを並べ換えるように構成される複数の並べ換え待
ち行列をさらに備えたことを特徴とする請求項２３に記載のＭＡＣ－ｅエンティティ。
【請求項２５】
　ノードＢと通信する無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）における拡張アップリンク伝送の
媒体アクセス制御エンティティ（ＭＡＣ－ｅ）においてデータを処理する方法であって、
　前記方法は、
　拡張された専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）を介して伝送データを受信するステップと、
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　前記データの伝送のためにレート要求をノードＢに伝送するステップと、
　レート付与を受信するステップと、
　プライオリティに従って前記データについてのハイブリッド自動再送要求（Ｈ－ＡＲＱ
）を割り当てるステップと、
　前記データを伝送するトランスポートフォーマットコンビネーション（ＴＦＣ）を選択
するステップと、
　前記割り当てられたＨ－ＡＲＱ処理を介して前記データを伝送するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２６】
　前記レート要求は、各データのトラフィック量インジケータ、要求されるデータ転送速
度、ＴＦＣインデックス、およびトラフィック量測定値量の１つを送信することによって
実行されることを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記レート要求は、物理レイヤ信号またはＭＡＣレイヤ信号を介して伝送されることを
特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記レート要求は、ＲＬＣデータトラフィック量を考慮することによって決定されるこ
とを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】
　前記レート要求は、前記Ｈ－ＡＲＱ処理における再伝送待ちデータをさらに考慮するこ
とによって決定されることを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記レート付与は、Ｅ－ＤＣＨトランスポートフォーマットコンビネーションセット（
ＴＦＣＳ）のサブセット、および／またはＥ－ＤＣＨ伝送の開始時間を含むことを特徴と
する請求項２５に記載の方法。
【請求項３１】
　前記レート付与は、前記Ｅ－ＤＣＨ伝送の継続時間をさらに含むことを特徴とする請求
項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記ＴＦＣは、チャネル割り当てによって許可された最大の許可された伝送電力および
対応するトランスポートフォーマットコンビネーションセット（ＴＦＣＳ）のサブセット
の少なくとも１つに従って選択されることを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項３３】
　より低いプライオリティのデータの再伝送は、より高いプライオリティのデータの新し
い伝送によって阻止されることが可能であり、より高いプライオリティのデータの新しい
伝送は、より低いプライオリティのデータの再伝送の代わりにいつでも開始されることが
可能なことを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項３４】
　首尾よく運ばれない前記データの再伝送は、さらなるレート要求なく自律的に開始され
ることを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項３５】
　首尾よく運ばれない前記データの再伝送は、自律的に再伝送されず、別のレート要求が
前記データの再伝送のために伝送されることを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項３６】
　前記ＷＴＲＵは、バッファ占有および利用可能な伝送電力情報の少なくとも１つに関す
る情報を前記ノードＢに送信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項２５に記
載の方法。
【請求項３７】
　フィードバック伝送および再伝送は、同時に起こることを特徴とする請求項２５に記載
の方法。
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【請求項３８】
　前記レート付与は、絶対付与であり、前記ＷＴＲＵが使用可能なＵＬリソースの最大量
の絶対的な限界を提供することを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項３９】
　前記レート付与は、相対付与であり、以前に使用された値と比べてリソースの限界を増
大させ、または減少させることを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項４０】
　ノードＢの拡張アップリンクの媒体アクセス制御エンティティ（ＭＡＣ－ｅ）において
データを処理する方法であって、
　前記方法は、
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）からレート要求を受信するステップと、
　前記ＷＴＲＵからの拡張された専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）伝送をスケジューリングす
るステップと、
　レート付与を前記ＷＴＲＵに送信するステップと、
　前記ＷＴＲＵからＥ－ＤＣＨ伝送を受信するステップと、
　前記Ｅ－ＤＣＨ伝送についてのハイブリッド自動再送要求（Ｈ－ＡＲＱ）フィードバッ
クを前記ＷＴＲＵに提供するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項４１】
　ＭＡＣ－ｅプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を複数の専用チャネルの媒体アクセス
制御（ＭＡＣ－ｄ）フローに逆多重化するステップをさらに含むことを特徴とする請求項
４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記スケジューリングするステップは、優先処理を含まないことを特徴とする請求項４
０に記載の方法。
【請求項４３】
　正確にデコードされたデータを並べ換えのために無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）
に送信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４４】
　前記デコードされたデータについてのＨ－ＡＲＱ処理番号を前記無線ネットワーク制御
装置（ＲＮＣ）に送信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項４３に記載の方
法。
【請求項４５】
　システムフレーム番号またはコネクションフレーム番号から前記デコードされたデータ
についてのＨ－ＡＲＱ処理番号を得るステップをさらに含むことを特徴とする請求項４３
に記載の方法。
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